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１ 企画・予算要求支援 

（１） 年間イベントスケジュールに基づく支援 

 

時

期 
業務主管課 デジタル・ガバメント推進室（内部PMO） 外部PMO（受託者） 

４

月

か

ら

８

月 

   

８

月

か

ら

10

月 

中

旬 

   

①全庁に対して、以下調査を

実施 

 ・「情報ｼｽﾃﾑ・機器等の導入に向

けた予算要求に対するｱﾝｹｰﾄ」 

 ・「情報ｼｽﾃﾑに関する現況調査」 

②調査依頼の受領 

③調査に対する回答 ④回答を受領し、次年度予算

要求案件の有無、重要度及

び支援要否等を整理 

⑤助言・支援（メール、電話、、

情報共有ツール、打ち合わ

せ等） 

⑥助言・支援を受領し、予算

要求準備を実施 

追加支援を必要とする場合

は、（２）相談対応へ 

①予算要求ドキュメントの作

成（RFI・RFQ等） 

 ②内部PMOの 

支援要否を判断 

要・依頼 ③支援依頼の受付 

 ④外部PMOの 

支援要否を判断 
⑤支援依頼の受付 

 

 

 

 

 

 

⑥予算要求ドキュメントの作

成支援（メール、電話、情

報共有ツール、打ち合わせ

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦支援の受領 

⑧予算要求ドキュメントの作

成支援（メール、電話、情報

共有ツール、打ち合わせ等） 

不要 要・依頼 

⑨支援を受領し、 

予算要求ドキュメン

トを修正 

 

⑩「情報システム機器等導入計画に関する事前協議」 

 業務主管課の次年度予算要求内容について、事前に協議 

（凡例）    主たる業務の流れ 

        上記以外の業務の流れ 

⑪予算要求ドキュメントの修

正（⑩の協議内容の反映） 

不要 



【別紙２】 最適化業務の流れ 

2 

 

 

  （２） 相談対応 

   

時

期 
業務主管課 デジタル・ガバメント推進室（内部PMO） 外部PMO（受託者） 

通 

年 

   

 

 

①相談の発信（メール、電話、

情報共有ツール、打ち合わ

せ等） 

②相談の受付 

 ③外部PMOの 

支援要否を判断 

④支援依頼の受付 

 

（凡例）    主たる 

⑤助言・支援（メール、電話、

情報共有ツール、打ち合わ

せ等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥助言・支援の受領 

要・依頼 不要 

⑦助言・支援（メール、電話、

情報共有ツール、打ち合わ

せ等） 

⑧助言・支援の受領 

追加相談を必要とする場合

は、①に戻る 

（凡例）    主たる業務の流れ 

        上記以外の業務の流れ 
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２ 調達支援 

（１）当該年度予算に基づく調達に関する支援 

 

時

期 
業務主管課 デジタル・ガバメント推進室（内部PMO） 外部PMO（受託者） 

通

年 

   

 

（凡例）    主たる業務の流れ 

        上記以外の業務の流れ 

①調達ドキュメントの作成

（RFP、要求仕様書等） 

 ②内部PMOの 

支援要否を判断 

要・依頼 ③支援依頼の受付 

 ④外部PMOの 

支援要否を判断 
⑤支援依頼の受付 

 

 

 

 

 

 

⑥調達ドキュメントの作成支

援（メール、電話、情報共

有ツール、打ち合わせ等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦支援の受領 

⑧調達ドキュメントの作成支

援（メール、電話、情報共

有ツール、打ち合わせ等） 

不要 要・依頼 

⑨支援を受領し、 

調達ドキュメントを

修正 

 

不要 

⑩調達の実施 

必要に応じて②～⑨ま

でを繰り返し 

調達時における相談や事業者からの質問についても必要に

応じて内部PMO及び外部PMOで支援を行う。（業務の流

れとしては（３）相談対応と同じ。） 
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（２） 次年度予算要求案件に関する調達支援 

 

時

期 
業務主管課 デジタル・ガバメント推進室（内部PMO） 外部PMO（受託者） 

11

月

か

ら

３

月 

   

 

（３） 相談対応 

    １ 企画・予算要求支援 （２）相談対応と同じ。 

 

 

２ 情報化相談 

１ 企画・予算要求支援 （２）相談対応と同じ。 

 

 

（凡例）    主たる業務の流れ 

        上記以外の業務の流れ 

②抽出された案件について、助

言・支援（メール、電話、情

報共有ツール、打ち合わせ

等） 

③助言・支援の受領 

追加相談を必要とする場合

は、（３）相談対応へ 

①「次年度重点支援対象の精

査」 

 次年度予算要求案件のう

ち、予算措置されて特に支

援を必要とする案件を抽出 

 


